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＜改訂履歴＞ 

 

令和４年１月の主な改訂内容 

・災害対策基本法の改正（令和３年５月）で、避難行動要支援者制度に関して避難支援

等を実施するための計画が「個別避難計画」と明示されたことに伴う、計画名の変更。 

「個別避難支援計画」→「個別避難計画」 

・災害対策基本法施行規則の改正（令和３年５月）で、現行の指定避難所が、「指定一

般避難所」と「指定福祉避難所」に分けて指定及び公示するとされたことに伴う、避

難所区分の変更。 

「指定避難所」→「指定一般避難所／指定福祉避難所」 

 

令和６年３月の主な改訂内容 

・避難行動要支援者名簿【全体名簿】開封の周知方法を追加 

  



- 1 - 

はじめに 

 近年の豪雨災害や大地震では、自力での避難が困難な高齢者や障がい者

などの避難行動要支援者が犠牲になるケースが全国的に多く見られてお

り、東日本大震災では、被災地全体の死者のうち 65 歳以上の高齢者が約

6 割、障がい者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約 2 割に上りました。 

 こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、平成 25 年 6 月の災害対策基本

法の改正において、全国の市町村において「避難行動要支援者名簿」の作

成が義務付けられるとともに、実効性のある避難支援がなされるよう定め

られています。  

 この度、避難行動要支援者の避難支援の手引きとして本書を策定しまし

た。地域における共助による避難支援体制づくりを促進し、安心して暮ら

すことができる地域づくりに向けた取り組みのご参考にしていただけれ

ば幸いです。  
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１ 避難行動要支援者支援制度について 
 

避難行動要支援者支援制度とは  

可児市では、災害時に備えた地域での取り組みに活かしていただくため、

災害時の避難の際に地域の支援が必要と思われる方々の名簿を作成し、自

治会や民生児童委員などの地域の避難支援等関係者に名簿情報を提供し

ています。 

 

避難行動要支援者名簿について 

災害が発生したとき、「自分だけでは避難できない」「目や耳が不自由な

ため災害情報が入手できない」などの理由で、自力や家族の支援での避難

が難しいと思われる人を対象に、平常時からの名簿情報の提供についての

意思確認を行います。  

名簿情報の提供について、同意された人についての名簿【同意者名簿】

と、同意されなかった人の情報を含む名簿【全体名簿】の２種類を地域の

避難支援等関係者に提供します。  

 

 

【対象となる人】 

在宅で生活していて、次の①から⑦に該当する人  

①  要介護認定（要支援１・２、要介護１～５）を受けている者  

②  身体障害者手帳１・２級を所持する身体障がい者  

③  療育手帳Ａ・Ａ１・Ａ２を所持する知的障がい者  

④  精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する精神障がい者  

⑤  妊産婦（妊娠から出産後 1 年以内の者）  

⑥  難病の患者に対する医療等に関する法律の第 7 条第 1 項に規定する  

指定難病の患者  

⑦  上記以外で市長が特に支援を必要と認める者  
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地域での支援  

大きな災害が発生すると、行政や消防による公的支援には限界が生じ

ます。いざというときに頼りになるのは、自治会などの地域の人々や隣

近所をはじめとした住民同士の助け合いです。  

日頃からの地域の関係づくりが、いざというときの助け合いにつなが

ります。  

 

平常時からの取り組み            災害時の助け合い  

 

顔の見える関係づくり  

・日頃からの声かけ、見守り活動       隣近所での声かけ  

                     ・安否の確認  

情報の整理・収集               ・災害情報の伝達  

・支援が必要な人の情報を集める  

 

助け合いの体制づくり  

・安否確認や情報伝達の方法を決める        必要に応じた支援  

・緊急連絡網の整備              ・避難場所への誘導  

                     ・救出救助の協力  

防災訓練の実施  

・避難場所や避難経路の確認  

 

 

 避難行動要支援者の支援は、最も身近なコミュニティである自治会など

を中心とした地域の支え合いが「要（かなめ）」です。  

 それぞれの地域の実情に応じて、自治会・民生委員・児童委員だけでな

く、社会福祉協議会、地域包括支援センターなど地域の関係団体と協力し

ながら進めましょう。  
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取り組みの流れ  

 

１  避難行動要支援者リストの作成  

  ・対象となる人の情報を集約します。  

 

２  名簿情報の提供に関する意思確認（調査書の郵送等）  

  ・平常時から地域の避難支援等関係者へ名簿情報の提供を行う  

   ことについて、本人・ご家族の意思を確認します。  

 

３  同意調査書・個別避難支援計画の提出  

  ・同意調査書に、名簿情報提供について意思表示をし、市に提出しま

す。  

  ・同意された場合は、調査書裏面の「個別避難計画」も記入し、市に

提出します。  

 

４  避難行動要支援者名簿の作成  

  ・提出された同意調査書・個別避難計画を基に、同意された方の名簿

【同意者名簿】と、同意されなかった方の情報を含む名簿【全体名

簿】の２種類を地区ごとに作成します。  

 

５  名簿の提供  

  ・【同意者名簿】を、地域の避難支援等関係者へ提供します。  

 

６  支援体制を考える  

  ・【同意者名簿】を参考に、避難支援等関係者間で、支援の進め方など

について情報共有します。  

 

７  防災訓練や見守り活動の実施  

 

８  災害時の避難支援等の実施  

  ・要支援者の避難支援や安否確認などを実施します。  

１
（
市
） 

２
（
市
） 

３
（
対
象
者
） 

４
（
市
） 

５
（
市
） 

６
（
地
域
） 

７
（
地
域
） 
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避難行動要支援者名簿【同意者名簿】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容物】  

・避難行動要支援者名簿（同意されている方のみ掲載）  

・要支援者の居住地を示した地図（同意されている方のみ掲載）  

・個別避難計画（同意されている方のみ）  

 

避難行動要支援者名簿【全体名簿】※連絡所保管  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容物】  

・避難行動要支援者名簿（地域の全要支援者を掲載）  

・要支援者の居住地を示した地図（地域の全要支援者を掲載）  

・個別避難計画（同意いただいていない方を含む）  

 

地域の支援体制づくりを

目的として、普段から開

封し、閲覧・利用するこ

とができます。 

 

同意いただいた方の中に

は個別避難計画が未提出

の方もいるため、名簿の

人数と計画書の枚数が、

一致しない場合がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

「マル秘」押印し、封緘

してあります。 

災害が発生し、市長が特

に開封が必要と認めた

場合のみ開封できます。 

裏面 
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２ 災害が発生したら  
巨大地震（南海トラフ地震など）が発生した場合  

災害の予測が困難で避難の時間的余裕がないとき  

 

 

 

安全確保  

 

 

隣近所で声かけ  

 

 

    自力避難が難しいとき  

 

 

 

 

最寄りの地域で決められた一時避難場所など  

（一時避難・安否確認）  

 

 

自宅が安全なとき  避難所生活が必要なとき   

 

自宅      指定一般避難所   指定福祉避難所  

          地区センター       社会福祉施設  など  

          小中学校  など  

 

   

地震発生 

ご自身や家族の安全確保を最優先にしてください。 

隣近所の支援者を中心に声をかけ合って、

被害の状況や安否を確認しましょう。 

避難支援

 

個別避難計画を参考に、一時避難

場所など安全な場所へ誘導してく

ださい。 

避 

難 
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風水害（台風・豪雨災害）の場合  

一定の状況予測が可能で、避難などに時間的余裕があるとき  

 

 

 

情報収集  

 

 

隣近所で声かけ  

 

 

        

自力避難が難しいとき  

 

 

 

 

          自宅に留まると危険な場合  

 

 

 

 

自宅が安全なとき  避難所生活が必要なとき   

 

自宅      指定一般避難所   指定福祉避難所  

          地区センター       社会福祉施設  など  

          小中学校  など  

 
 避難行動とは、身の安全確保につながる行動のことです。家に留まると命の危険があるときは、

指定一般避難所 /指定福祉避難所等の安全な場所に逃げる「立ち退き避難」をしましょう。外に

出ることでかえって危険な場合は、上層階や高いところへ逃げる「垂直避難」をしましょう。  

台風接近 

避 

難 

行 

動 

テレビやインターネット等で気象情報や、避難に関す

る情報が発令されていないか確認しましょう。 

隣近所の方を中心に集めた情報を共有しましょう。

避難に関する情報が発令されているときは、避難行

動をとってください。 

個別避難計画を参考に、指定避難

所など安全な場所へ誘導してくだ

さい。自宅での待機を希望される

場合は、自宅の安全な場所（2階

以上など）へ垂直避難するよう促

してください。 

避難支援  

最寄りの指定一般避難所 /指定福祉避難所等  

など  



- 8 - 

※避難行動要支援者名簿【全体名簿】開封の周知について  

避難行動要支援者名簿【全体名簿】（以下「全体名簿」）については所

属地区の連絡所で保管されております。全体名簿は、災害が発生し、

市長が特に開封が必要と認めた場合のみ開封できます。開封の伝達に

ついては、防災行政無線及びすぐメール等で行います。自治会長、民

生委員・児童委員におかれましては、その旨の伝達があった場合は、

所属地区の連絡所へ全体名簿を受取りに行っていただきますようお願

いいたします。  
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災害時における  要支援者の安否情報・避難支援状況の報告  

 

〇民生委員・児童委員の皆さん  

①  避難行動要支援者名簿の掲載者について、自治会（自主防災組織）等と

協働で、地域住民の協力を得て安否確認を行います。  

②  安否確認ができない名簿掲載者等については、自治会（自主防災組織）

の責任者（自治会長）に報告します。  

 

〇自治会（自主防災組織）の責任者（自治会長）の皆さん  

①  避難行動要支援者名簿の掲載者について、自治会役員・自主防災組織・

地域住民と協働で、安否確認を行います。  

②  民生委員・児童委員から報告を受けた安否情報と、自治会内で得た安否

情報を併せて、各地域の連絡所（地区センター）へ報告します。  

 

〇連絡所（地区センター）担当職員  

①  各自治会からの情報を集約後、災害対策本部へ報告します。  

（電話・ＦＡＸが不通の場合は、ＭＣＡ無線を使用します。）  

②  集約した安否情報を各地域の自治連合会と共有します。  

  

自治会長 

民生委員・児童委員 

（３・４丁目） 

連絡所 

（地区センター） 

民生委員・児童委員 

（１・２丁目） 

災害対策本部 

（市役所） 

各班・組 

〇〇自治会の安否確認状況ですが、

１丁目の要支援者Ｓさんの安否が 

確認できていません。 

警察・消防・自衛隊 
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３ 個人情報の取り扱いについて  
 
 市から提供のあった避難行動要支援者名簿や個別避難計画（以下「名簿

等」といいます。）を紛失したり、記載内容を避難支援に関係のない人に

うっかり話してしまうことがないよう、個人情報の取り扱いには十分に注

意してください。  

 

市からの提供方法  

・封筒に入った【同意者名簿】を、年に 1 回、提供します。  

 ※【全体名簿】については、連絡所で保管しており、災害が発生し、市

から開封の伝達があった場合に連絡所で提供します。  

 

管理方法  

・施錠可能な場所で保管してください。  

・複写・複製は原則として禁止します。  

 （班ごとへ配布用など、複写・複製が必要な場合は、市防災安全課にご

相談ください。）  

 

【できること】  

〇【同意者名簿】を参考に、地域内で支援体制について話し合う。  

〇【同意者名簿】を活用して防災訓練を実施する。  

 

【してはいけないこと】  

〇【同意者名簿】を地域の人全員に複写して配る。  

〇名簿等を回覧版でまわす   など  

 

引継ぎ方法  

・名簿等の管理者が変わる場合は、必ず市へ返却するようお願いします。

市から新しい管理者へ提供します。  

・名簿等の管理者を退いた後も、秘密保持義務があるため、名簿に記載さ

れた個人情報を口外しないようにしてください。  
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４ 避難行動要支援者への配慮  
 
名簿は、支援区分ごとに色分けして掲載しています。  

Ａ（自力で動けないため、避難の際に介助が必要）･････････････ ･赤色  

Ｂ（自力で動けるが歩行に不安があるため、避難場所までの同行が必要）････黄色  

Ｃ（自力で動けるが、情報収集 ･避難 判断に 不安があるため、安否確認や声掛けが必要）･･青色  

 

避難行動要支援者ひとりひとり必要とする支援の内容や配慮すべきこと

は異なります。ここでは、避難支援時に配慮すべきことや、主な特徴の例

などを紹介します。  

 

◆要支援者に共通して配慮が必要なこと  

〇どのような支援を求めているか確認しましょう。また、少しでも不安を

取り除けるよう、適切な情報を伝えましょう。  

〇要支援者の家族等との連絡体制を確認しましょう。  

〇一人で支援できない場合は、無理をせず周囲の人と声をかけ合うなど、

協力して支援を行いましょう。  

〇移動に車いす、ストレッチャーなどの用具が必要になる場合があります。 

 

 

①  要介護認定を受けている人（高齢者など）への配慮  

 

主な特徴  

●自分で判断し、行動することが困難な場合があります。  

●緊急事態の察知が遅れる場合があります。  

●自力で行動できる人であっても、体力が衰え、身体能力が低下している

場合もあります。  

避難支援時の配慮  

●状況に応じて、誰かが付き添うなど、一人にしないようにしましょう。 
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②  視覚障がい者（目の不自由な人）への配慮  

主な特徴  

●視覚障がいにより異変や危険を察知することができない、または難しい

場合があり、とても不安を感じることが考えられます。  

避難支援時の配慮  

●耳などからの情報が頼りです。できるだけ声をかけ、行先や方向、障害

物などの有無を伝えながら誘導しましょう。  

●避難誘導をするときは、杖を持たない方の手で、避難支援にあたる人の

ひじの上などをつかんでもらい、歩行速度などに気を付けながらゆっく

り歩きましょう。  

●誘導時に階段等がある所では、階段等の最初と最後の段に差しかかった

ところで声をかけ、段差に気を付けて誘導しましょう。  

 

③  聴覚障がい者（耳の不自由な人）への配慮  

主な特徴  

●音声による避難誘導の指示が認識しづらい場合があります。  

●自分の状況を伝える際、音声による会話が困難な場合があり、コミュニ

ケーションをとりにくいことが考えられます。  

●必ずしも手話ができるわけではありません。  

●外見だけでは障がいがあるかどうかわかりにくい場合があります。  

避難支援時の配慮  

●手話ができなくても、筆談や身振り、手のひらに指で文字を書くなど、

工夫をして情報を伝えましょう。  

●筆談や身振りでの情報伝達を円滑に行うために、日頃からのコミュニケ

ーションを大切にしましょう。  

●口の動きで言葉がわかる人もいますので、話すときは、必ず正面から口

を大きく動かし話しましょう。  

●手話ができる人がいたら、協力を求めましょう。  

●聞こえの状態やコミュニケーション方法（手話・筆談など）を確認し、

支援の内容や方法を把握しましょう。   
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④  肢体不自由の人への配慮  

主な特徴  

●自力歩行や素早い避難行動が困難な場合があります。  

避難支援時の配慮  

●障がいの部位や程度によって、自分自身で行動できることが異なります

ので、どのような支援が必要か確認しましょう。  

 

⑤  内臓機能に障がいがある人・難病の患者の方への配慮  

主な特徴  

●外見だけでは障がいがあるかどうかわかりにくく、自力での移動や素早

い避難行動が困難な場合があります。  

●常時使用する医薬品や医療機器の携行を必要とする場合があります。  

避難支援時の配慮  

●医療的ケアが必要なときは、消防本部や医療機関などへ連絡し、移送の

手配をしてください。  

 

⑥  知的障がい者への配慮  

主な特徴  

●日常と異なる状況により、パニックになってしまうことがあります。  

●困っていても、自分のことやその内容を言葉で伝えられない場合があり

ます。  

避難支援時の配慮  

●一人では理解や判断をすることが苦手な場合があります。一度にたくさ

んのことを伝えないで、一つずつ伝えるようにしましょう。  

●言葉で危険を理解できないときは、手を引くなどして安全な行動ができ

るよう誘導しましょう。  

●パニックになり、大声をあげ、予期しない行動をとる可能性があります

が、冷静な態度で接し、本人を安心させ、落ち着かせましょう。  

●パニックを起こしたら、刺激せずに落ち着くまで静かに待ってください。  
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⑦  精神障がい者への配慮  

主な特徴  

●普段から服用している医薬品の携帯を必要とする場合があります。  

●災害の発生に伴って、精神的動揺が激しくなり、予期しない行動をとる

場合があります。  

避難支援時の配慮  

●環境の変化が苦手です。緊張し、些細な言葉で動揺する可能性がありま

す。ゆっくりと落ち着いた口調で話しかけたり、スキンシップを図った

りして不安を和らげましょう。  

●服用している医薬品の名前や量、かかりつけの医療機関があれば、事前

に確認しておきましょう。  

●強い不安や症状悪化が見られる場合は、主治医もしくは医療機関に連絡

しましょう。  

 

⑧  寝たきりの人への配慮  

主な特徴  

●自力で災害に対応する行動が制限され、自分の身の安全を守ることが難

しい状況にあります。  

●相手に自分の状況を知らせることが難しい場合があります。  

●担架や車いすなどの移動用具や複数の支援者による支援が必要となる

ことが考えられます。  

避難支援時の配慮  

●一人で助けられない場合は、無理をせず、周囲の人に声をかけ協力して

避難誘導にあたりましょう。  

●医療・介護関係者や家族との連絡体制を確認しておきましょう。  

●可能であれば、避難行動要支援者の家族等と一緒に避難場所までの経路

を確認するなど、普段から災害に備えて支援方法の確認を行いましょう。 

●担架や車いすなどの移動用具の取り扱い訓練を行いましょう。また、移

動用具の保管場所を確認しましょう。   
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⑨  妊娠中の人への配慮  

主な特徴  

●動ける範囲やできることが制限されます。  

●特に妊娠中後期の方は、足元が見えにくい、身体が思うように動かない

といったことが考えられます。  

避難支援時の配慮  

●避難時の荷物を持ってあげるなどの支援をしましょう。  

●段差が少なく、安全な避難経路を使用してください。  

●落ち着いて行動するよう、声をかけ付き添いましょう。  

 

⑩  出産後まもない人・乳幼児への配慮  

主な特徴  

●（出産後まもない人）体力が回復しておらず、身体が思うように動かな

いことが考えられます。  

●（乳幼児）自分で状況判断・避難行動ができません。  

避難支援時の配慮  

●複数の乳幼児を抱えている方には、上のお子さんを預かるなどの避難

の支援をしましょう。  

●保護者とはぐれてしまった子どもがいた場合は、保護者による引き取

りがあるまで保護するよう努め、一時避難場所・避難所での保護者探し

に協力しましょう。   



- 16 - 

5 よくある質問  
 

Ｑ：避難行動要支援者の支援は、行政がやるべき仕事なのではないです

か？  

Ａ：行政も全力で支援にあたりますが、行政の迅速な対応には限界があり、

過去の大災害において近隣住民による支援が最も有効であることが明

らかになっています。行政と地域の皆さんが手を携えつつ、平常時から

支援体制を整備することが求められています。  

 

Ｑ：災害時は、自分のこと、家族のことで手一杯です。避難行動要支援者

の支援や安否確認をする余裕がないと思うのですが？  

Ａ：まずは、自分や家族の安全の確保を優先してください。そのうえで、

可能な範囲での支援をお願いします。  

 

Ｑ：「避難支援等関係者」とされた人は、どんな責任を負うのですか？  

Ａ：支援を行う法的義務や責任が生じるものではありません。  

 

Ｑ：どれくらいの災害があったときに安否確認を行えばよいですか？  

Ａ：安否確認の実施についての明確な基準はありません。災害の程度（震

度階級、避難情報の発令など）によるのではなく、実際の被災の状況に

応じて安否確認を実施してください。（【全体名簿】開封指示のタイミン

グで安否確認の要請をする場合があります。）  

 

Ｑ：地域の避難支援等関係者（自治会・民生委員・児童委員）だけでは、

要支援者の避難支援・救助などは難しいと思いますが？  

Ａ：要支援者の避難支援・救助などは、地域の避難支援等関係者だけに任

せるものではありません。皆さんにはまず、要支援者の安否を確認し、

救助が必要な方の情報を、自主防災組織や消防などによる救助に繋げる

ことをお願いします。  
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Ｑ：民生委員・児童委員と自治会の役割が異なるのでは？  

Ａ：民生委員・児童委員のきめ細やかな見守り活動、自治会・自主防災組

織の組織としての対応力など、それぞれ得意とする役割は異なりますが、

協働で支援体制を構築することで、それぞれの得意とすることを活かす

ことが可能になります。  

災害時に、地域に不在であったり、自身が被災し活動できないことも考

えられます。複数の避難支援等関係者が連絡をとり、地域における複線

化した支援体制の構築をお願いします。  

 

Ｑ：受領した名簿等について紛失・漏えい等が発生した場合は、どのよう

な罰則がありますか？  

Ａ：秘密保持義務違反に対する罰則はありませんが、故意に名簿情報の漏

えいを行った場合などは、避難行動要支援者ご本人から損害賠償請求さ

れる可能性がありますのでご注意ください。  

 

Ｑ：自治会未加入者への対応はどうしたらいいですか？  

Ａ：避難行動要支援者名簿には、自治会に未加入の方の情報も掲載されて

います。  

民生委員・児童委員の方は、自治会の加入状況に関わらず、日常支援を

必要としている方々への個別支援活動を実施しています。しかしながら、

災害時に民生委員・児童委員が複数の方の避難支援をすることは難しい

ため、自治会・自主防災組織による協力が必要です。  

災害時の取り組みをきっかけとして、自治会の加入に繋がった事例もあ

ります。要支援者支援の取り組みをきっかけとして、自治会活動や地域

のつながりの重要性を知っていただく機会としていただきたいと考え

ています。  
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Ｑ：名簿を受け取った時点で、施設に入られている方や亡くなられた方の

情報が載っているのですが？  

Ａ：避難行動要支援者名簿は、毎年 6 月末時点の情報に基づき作成してい

ます。地域の支援者への配布する時期の前月末までに、死亡された方や

転居された方を名簿から除外するなどし、最新の情報での名簿提供を行

うことに努めていますが、配布直前に亡くなられた方や施設に入られて

いる方に関して除外されていない場合がありますのでご了承ください。 

 

Ｑ：配布された名簿に隣の地区の人の情報が載っているのですが？  

Ａ：地域の区分に誤りがある要支援者情報については、訂正を行いますの

で、誤りのある要支援者の住所・氏名および、正しい地域の区分を防災

安全課までお知らせください。  

 

Ｑ：要支援者を訪問したが、支援不要のため名簿から削除してほしいとの

申し出があったのですが？  

Ａ：要支援者ご本人または、ご家族から市役所防災安全課に連絡していた

だくようお伝えください。  

 

Ｑ：避難行動要支援者支援制度や避難支援の方法について、地域で説明会

を開いてほしいのですが？  

Ａ：市役所防災安全課までご相談ください。その他防災についての講座・

ワークショップの開催についてもご相談ください。  

 

 


